
*1 日常生活圏域：「概ね30分程度で駆けつけられる圏域」又は「人口5,000人程度」で，中学校区レベル

の範囲を一つの目安とし，各市町村が地域の実情に応じて設定した圏域

第１節 介護サービス等の充実

医療や介護が必要になっても，住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，自助・互助活動等を

活用しながら，高齢者等の状況に応じた医療・介護サービスが，日常生活の場（日常生活圏域*1）

において，包括的かつ継続的に提供される体制づくりを進めます。

【現状と課題】

【図表6-1-1】地域包括ケアシステムの捉え方

ア 地域包括ケアシステムの推進

高齢化の進行に大きな地域差がある中で，

介護保険制度の持続可能性を維持しながら，

できる限り住み慣れた地域で，人生の最期ま

で尊厳をもって自分らしい生活を送ることが

できる社会を実現するためには，最も身近な

自治体である市町村が中心となって，自助を

支える共助を軸に，医療，介護，介護予防，

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的

に確保される「地域包括ケアシステム」を推

進していくことが必要です。

イ 高齢者等を取り巻く状況

○ 要介護認定率は，令和元年度末で19.6％

となっており，介護保険制度開始時（平成

12年度末・15.3％）の約1.3倍になってい

ます。高齢者等がその能力に応じ自立した

日常生活を送ることともに，要介護状態に

なることをできる限り防ぎ，また，要介護

状態であってもそれ以上悪化しないよう，

自立支援，介護予防・重度化防止対策の充

実・強化が必要です。

この図は，「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・

福祉」の３枚の葉が、専門職によるサービス提供として表現さ

れ，その機能を十分に発揮するための前提として，「介護予防・

生活支援」や「すまいとすまい方」が基本になるとともに，こ

れらの要素が相互に関係しながら，包括的に提供されるあり方

の重要性を示したものである。

例えば，それぞれの「住まい」で生活を構築するための「介

護予防・生活支援」は植木鉢に満たされる養分を含んだ「土」

と考えることができる。また，「介護予防・生活支援」という「土」

がない（機能しない）ところでは，専門職の提供する「医療」

や「介護」「保健・福祉」を植えても，それらは十分な力を発揮

することなく，枯れてしまう。さらに，これらの植木鉢と土，

葉は「本人の選択と本人・家族の心構え」の上に成り立ってい

る。
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162



○ 介護サービス事業所の指定状況は，平成12年の制度開始当初は1,878事業所でしたが，利用

者数の増加等に伴うサービス事業者の増加や，市町村への指定権限の移譲などを経て，令和

２年４月１日現在では，2,571事業所（対平成12年度比約136.9％）となっています。

【図表6-1-2】要介護（要支援）認定者数・認定率の推移

［介護保険事業状況報告］

【図表6-1-3】要介護状態区分等認定者数（総数）の年次推移

［介護保険事業状況報告］
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第６章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

【図表6-1-4】介護サービス事業所の指定状況（各年度４月１日現在）

［県高齢者生き生き推進課調べ］
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*1 高齢者特有の疾患群や障害：生活習慣病（循環器疾患，糖尿病，がん等），認知症，骨粗鬆症，排尿障

害等

第６章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

○ 60歳代，70歳代をはじめとした高齢者の多くは，要介護状態や要支援状態に至っておらず，

地域で社会参加できる機会を増やしていくことが高齢者の介護予防にもつながっていくこと

から，多くの高齢者が支え手となっていく取組が必要です。

○ 市町村は地域の実情に応じて，住民等多様な主体が参画し，多様なサービスを充実するこ

とにより，地域の支え合い体制づくりを推進し，要支援者等に対する効果的かつ効率的な支

援が可能になるよう，介護予防・日常生活支援総合事業に取り組むこととされています。

○ 高齢者特有の疾患群や障害
*1
が増加しており，医療機関における平均在院日数は全国より長

い状況です。退院後の高齢者等の状況に応じた多職種協働による在宅医療の推進など，きめ

細かな医療・介護サービスの提供が求められています。

○ 地域包括支援センターは，地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する

ため，市町村が実施する地域支援事業の介護予防に係る事業や包括的支援事業（介護予防ケ

アマネジメント業務，総合相談業務，権利擁護業務，包括的・継続的ケアマネジメント支援

業務）等を一体的に実施するための機関であり，県内に64か所（令和２年６月現在）が設置

されています。

○ また，平成26年の介護保険制度改正において，地域包括支援センターは市町村の地域包括

ケアシステム構築に向けた取組を促進するために地域支援事業に位置付けられた「在宅医療

・介護連携の推進」，「認知症施策の推進」，「生活支援サービスの体制整備」を実施すること

となり，センターの機能を強化していく必要があります。

【施策の方向性】

ア 地域包括ケアシステムの強化及び推進

○ 団塊の世代が全て75歳以上となる令和７(2025)年には，各地域の実情に応じた地域包括ケ

アシステムが推進されるように，引き続き市町村が中心となった取組を支援します。

○ 地域における自助・互助活動の促進・充実を図りつつ，医療や介護等の共助・公助サービ

スの機能を活かしながら，地域全体で高齢者を支える仕組みづくりを推進します。

○ 市町村等による日常生活圏域での取組や，県地域振興局・支庁等による二次保健医療圏で

の取組を重層的に展開し，その結果・成果を評価しながら体制整備を進めます。
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*1 生活支援コーディネーター：平成26年の介護保険制度の改正による地域支援事業の包括的支援事業に

基づき，高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし，生活支援・介

護予防サービスの提供体制の構築に向けた資源開発やネットワーク構築等を行う者のこと

第６章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

【図表6-1-5】地域包括ケアシステムの概念（イメージ図）

［県高齢者生き生き推進課作成］

イ 介護予防・重度化防止の推進

○ 県では，市町村等における介護予防事業やサービス提供をさらに促進するため，より効果

的で活用しやすい評価指標等の設定に努めます。また，介護予防事業の取組及び要介護認定

率の状況等を調査・分析し，それらの結果や県内外の先行的な取組などの情報を市町村へ提

供します。

○ 県では，高齢者の健康づくりや社会参加活動に対して地域商品券等に交換できるポイント

制度に取り組む市町村の支援を通じ，高齢者の介護予防の推進を図ります。

ウ 見守りや地域支え合い活動の促進

高齢者等が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくために，見守り体制の構築及

び充実に向けた取組を支援するとともに，生活支援・介護予防サービスの充実に向けた地域資

源の開発やそのネットワーク化などを行う生活支援コーディネーター
*1
（地域支え合い推進員）

の養成や資質向上を図ります。

二次保健医療圏単位の
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*1 地域ケア会議：市町村が行う個別ケース検討会議（地域ケア個別会議）の積み重ねにより共有した地

域課題を，地域づくり，新たな資源開発，政策形成などにつなげ，地域包括ケアシステムの構築を推進す

るための会議

*2 施設・居住系サービス：施設サービスとは，介護老人福祉施設，地域密着型介護老人福祉施設，介護

老人保健施設，介護療養型医療施設，介護医療院を指す。居住系サービスとは，認知症対応型共同生活介

護（グループホーム），特定施設入居生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護を指す

第６章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

エ 高齢者等のニーズに応じた医療・介護サービスの提供

高齢者等の多様なニーズに対応するため，市町村や関係団体等と協働し，在宅医療に従事す

る多職種の連携やその資質向上を図ります。

オ 地域包括支援センターの機能強化

○ 市町村が高齢者の介護予防や重度化防止を図るため，地域ケア会議
*1
を効果的に運用し，

包括的継続的ケアマネジメントを実施できるよう支援します。

○ 高齢者の総合相談支援，介護予防ケアマネジメントや権利擁護等を担う地域包括支援セン

ター職員の資質向上のための研修等を実施します。

カ 介護サービス基盤の整備

○ 高齢者ができる限り住み慣れた自宅や地域で安心して自立した生活が送れるよう在宅サー

ビスの充実を図るとともに，自宅等での生活が困難となった要介護者に対しては，市町村と

連携し，施設・居住系サービス
*2
を整備するなど，「介護離職ゼロ」の実現に向けて効果的な

基盤整備を進めます。

○ 要介護者の在宅生活を支えるために，市町村や事業者と連携し，24時間対応の介護サービ

ス等の普及・定着を図っていきます。

○ 高齢者の状態や介護ニーズの変化等に対応できるサービス提供体制の確保に向けて，各種

研修等を通じたサービス提供事業所や従事者の資質の向上に努めます。
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第６章 地域包括ケア体制の整備充実

第１節 介護サービス等の充実

【図表6-1-6】地域包括支援センターの業務概要

［社会保障審議会資料を基に県高齢者生き生き推進課作成］
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